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Ⅰ．選定手続の趣旨  

令和７年度補正予算で実施する対日理解促進交流プログラム「ＪＥＮＥＳＹＳ２０２

６ Ｐａｒｔ１」に関し、太平洋島嶼国、豪州、ニュージーランド（以下「太平洋島嶼国

等」という。）を対象とする事業につき、拠出先である国際機関等（以下「拠出先」とい

う。）との間で契約を行う実施団体の候補の選定手続を行う。 

同手続は、企画競争に準じたものとし、本事業の実施を希望する者は、右趣旨を踏ま

え、外務省が実施する説明会に出席し、本説明書及び「追加要員経費に関する事務処理

マニュアル」（別添１）を熟読の上、企画書を提出する。 

  

なお、採用された者は、拠出先に推薦され、拠出先における、検討・承認を経て拠出

先に対する被契約者となるため、外務省が拠出先と実施団体との間における委託契約の

締結を保証するものではない。 

また、本事業の実施を希望する者は、本選定手続きで採用された後、拠出先の被契約

者となって拠出先との間で委託契約を締結する際には、拠出先が本事業内容の一部を自

ら行う可能性があることを予め了承すること。この場合、本企画競争において提出され

た企画書のとおり実施することにはならず、契約締結前に拠出先及び実施団体との間で、

事業内容・予算について調整した上で事業を実施するものとする。 

 

また、複数の者がジョイント・ベンチャーを組むなどし、共同事業体として拠出先との

間での被契約者となり、本件事業に参加することを妨げない。 

Ⅱ．事業概要  

1. 目的 

対日理解促進プログラム「ＪＥＮＥＳＹＳ２０２６ Ｐａｒｔ１」（対象国：太平洋

島嶼国、豪州、ニュージーランド）の下、以下２点を目的とし、未来を担う青年を招

へい・派遣・オンライン交流の３事業を行う。 

 

⚫ 諸外国・地域の優秀な青年を対象に、日本に対する関心と理解を向上させ、また、

プログラム経験を活かした活動をしてもらうことで、親日派・知日派を発掘・育成

し、我が国の外交基盤を強化する。 

⚫ 参加者の専門性、関心分野に沿って、政治、経済、社会、文化、歴史及び外交政策

等に対する対日理解を促進し、参加者からの対外発信の強化を図る。 

 

採用された者は、上記目的を達成するために、外務省関係地域課・室の移行を踏ま

え、対象者に併せたプログラム内容となるように工夫し、効果的に事業を実施する。 

2. 対象国・対象者・規模 

 （１）対象国：太平洋島嶼国１４カ国（キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸

島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニ

ア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア連邦）、豪州、ニ

ュージーランド 
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（２）対象者・規模 

 ア 招へい（２０名程度） 

太平洋島嶼国等から、対外発信力を有し、将来が期待される者、原則として過去

に日本政府の招へい事業（国費留学含む）に参加経験がない高校生、大学生、大学

院生等とする。 

なお、被招へい者は、本事業の招へい対象国・地域に居住している実態を有し、

かつ当該国・地域等の国籍等を有し、原則として日本国籍を有しない者を対象とす

る。ただし、豪州、ニュージーランド、クック諸島及びニウエからの応募者のよう

に、外国籍を有するが、居住国・地域の永住権又は長期滞在資格も有する等、当該

国・地域の社会の一員とみなし得る場合は、参加者とすることができる。 

   「ＪＥＮＥＳＹＳ２０２６ Ｐａｒｔ１」における被招へい者の出身国の構成

は、太平洋島嶼国を中心に特定の国に偏らないものとし、詳細は拠出先との委託契

約の締結後に拠出先との調整の上確定となる点に留意すること。 

 

 イ 派遣（５名程度） 

日本人の高校生、大学生、大学院生等を対象とし、選定に当たっては、英語や派

遣国の公用語等の十分な言語能力を有する者を優先し、プログラムの専門又はテー

マに関する日本の魅力について効果的な発信が期待できる者とする。また、過去に

日本政府の派遣事業に参加経験がない者とする。 

なお、被派遣者は、日本に居住している実態を有し、かつ、日本国籍を有する者

を対象とする。日本に居住している実態を有し、かつ、日本の永住権を有する者も

参加者とすることができる。この場合において、実施団体は、該当する候補者があ

るときは、外務省アジア大洋州局大洋州課に前広に協議し、参加可否につき決定す

る。 

 

  ウ オンライン交流（招へい・派遣の代替） 

原則として、居住地にかかわらず、本事業の対象国・地域等の国籍を有する者

を対象とする。 

 

（注）規模については、拠出先との調整により変更される場合もあり得る。 

3. 事業内容 

（１）招へい（プレ・プログラムを含む。） 

太平洋島嶼国等から、個別プログラムのテーマ別に原則として１０日程度（プレ・

プログラム（２～３日のオンラインによる事前学習）を含める）、本邦に招へいす

る。本事業の目的達成のために、テーマに沿う視察、体験、交流、日本各地への訪問

を行い、専門家や関係者、日本とのネットワークを構築する機会を提供する。更に、

参加者による訪日経験を活かした活動、日本の政策及び日本の魅力について、プログ

ラム中・後に対外発信をしてもらう。 

地方訪問先は、太平洋島嶼国・日本地方自治体ネットワーク（ＰＡＬＭ＆Ｇ）メン

バーである自治体（注）を可能な限り優先する。 

主なプログラムの内容は以下のとおり。 

ア テーマに関連する日本の政治、経済、社会、文化、歴史、外交政策等の聴講 

イ テーマに関連する教育・研究機関、先端技術、伝統産業、展示会、文化遺産、

地方自治体等への訪問及び訪問先での専門家、関係者等との意見交換、ワーク

ショップ等の交流 
ウ ホームステイや日本文化等の体験及びや伝統芸能等の体験型行事を含む日本各

地への訪問 

エ 本事業の参加者と日本在住の同窓生との意見交換会やワークショップ等を通じ
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た交流 

オ 報告会（アクション・プラン（帰国後の活動）の発表）の実施 

カ ソーシャルメディア等を利用したプログラムでの学び、日本の魅力等について

の情報発信 

※プレプログラムと招へいまでの期間は、参加者に対し、フォローアップ（参照：

Ⅲ．５．（３））を行う。 

 

（２）派遣（プレ・プログラムを含む） 

  日本から、個別プログラムのテーマ別に原則として１０日程度（プレ・プログラ

ム（２～３日のオンラインによる事前学習）を含める）、対象国へ派遣する。 

  派遣先は、これまでの派遣実績（フィジー、パラオ、パプア・ニューギニア、ト

ンガ）も考慮し、実績のない国を優先する。 

主に以下のプログラムを実施する。 

ア テーマに応じて日本の政治、経済、社会、文化、歴史、外交政策等につい

て、英語又は現地語での効果的な日本の情報発信 

イ 日本の開発援助（ＯＤＡ）の現場、日系企業、日本・派遣国・太平洋島嶼国

の関係組織、自治体、教育・研究機関等への訪問及び訪問先での専門家、関

係者等との意見交換、ワークショップ等の交流 

ウ ホームステイや伝統文化・芸術等の体験行事 

エ 本事業の参加者と同窓生との意見交換会やワークショップ等を通じた交流 

オ 報告会（アクション・プラン（帰国後の活動）の発表）の実施 

カ ソーシャルメディア等を利用したプログラムでの学び、日本の魅力等につい

ての情報発信 

※プレ・プログラムと招へいまでの期間は、参加者に対し、フォローアップ（参照：

Ⅲ．５．（３））を行う。 

 

 （３）オンライン交流（招へい・派遣の代替） 

地域状況に応じて、年度途中に、招へいがオンライン交流に代替される場合もあ

り得る。その場合の実施回数等は拠出先との調整により変更される場合があるが、

主に以下のプログラムを、原則１０日間程度実施する。 

なお、１回のプログラム実施につき、５０名程度の参加を目安とする。 

ア 特定の専門分野又はテーマに関する、（ⅰ）講義の聴講・質疑応答、（ⅱ）

日本各地のバーチャル視察、(ⅲ)日本の同世代又は関係者とのワークショッ

プ又は討論会等の実施 

   イ ホームステイ等の日本社会・文化のバーチャル視察・体験 

   ウ ソーシャル・メディア等を利用したプログラムでの学び、日本の魅力等につ 

いての情報発信 

 

4. 実施時期 

  本事業は、拠出先から事業の承認を得た上で、可能な限り速やかに事業を開始する。

なお、招へい、派遣の開始目処は８月とし、全ての事業は、令和９年３月末までに終了

するよう計画し、実施する。 

 （拠出先の事情により、年度途中に事業規模・計画の変更はあり得る。） 
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Ⅲ．実施団体としての業務内容  

1. 事業計画・全体日程案の作成 

拠出先及び大洋州課からプログラムの要望を確認し、７月末頃までに、関係機関等

と調整の上、令和９年３月末までに全プログラムを実施出来るよう、年次事業計画を

立てる。日程案は、上記Ⅱ.１.～４.及び下記Ⅳ．２．を参照し、招へい、派遣、オン

ライン交流の全体日程案を作成する。招へいの日程案は、プレ・プログラムは２～３

日程度、本プログラムは８日間程度（渡航の際の機内泊を含めて差し支えない。）と

する。 

 

 各プログラムの日程は、専門性/テーマを設定し、これに関連する理解が一層深まる

よう努め、訪問先の選定においても当該訪日テーマに沿ったものとする。なお、募集

告知・メディア掲載の観点から、プログラムのタイトルを広く親和性を有する表現と

することは妨げない（その場合、概要等で主たる目的を明確にする。）。 

 

2. 参加者（被招へい者・被派遣者）の募集・選考・決定 

事業の実施にあたっては、以下の原則に沿って拠出先と役割分担の下、作業を行う。 

 

（１）  実施団体は、拠出先、大洋州課、在外公館へ事前に意向を確認し、参加者の募

集・選考・決定を行う。募集にあたっては、公平性・透明性を確保し、プログラ

ムのテーマ・目的に沿った参加者を選定できるよう、募集方法、募集資料等の作

成について工夫する（フォローアップ事業の参加者についても同様。）。 

（２）  実施団体は、費用対効果の高い事業となるよう、参加者の選定にあたっては、

即戦力と考えられるカテゴリー（国際関係や政治等を専攻する大学生・大学院生）

を重視し、各プログラムの趣旨に沿う参加者を厳選する。 

（３）  実施団体は、事業目的を達成するために、日本との関わりを有する者、テーマ

との関わりを有する者、特定の外国への関心・興味が芽生える前の世代で高い対

外発信力が期待できる者等、バランスに配慮して参加者を選定する。 

（４）  実施団体は、募集に際し、参加者によるアクション・プランの発表・実施及び

プログラム中・後の対外発信の実施を必須課題として周知する。  

 

なお、プログラムの実施にあたり参加者に付添いが必要となる場合は、大洋州課

と調整の上、必要な範囲内で教員、指導員等が引率者として参加することを認める。 

3. プログラム実施に係る各種作業・手配 

    実施にあたっては、以下を始めとする日程案の実施に必要な各種手配を行う。 

（１）  拠出先との契約にかかる資料（英語）の作成 

（２）  事業計画（日本語・英語）の作成 

（３）  募集要項（プログラム実施言語）及び応募書式の作成 

（４）  参加者との連絡調整 

（５）  航空券の手配 

（６）  査証申請支援（身元保証書等の提出） 

（査証申請は被招へい者が行う） 
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（７）  空港送迎を含む一行のプログラム中の移動の手配 

（８）  宿舎及び食事の手配 

（９）  各種講義・視察・意見交換会、ホームステイ、学校訪問・交流行事（オリエン

テーション、ワークショップ及び製菓報告会）行事（オリエンテーション及び

終了報告会、懇親会）の手配 

（１０）  参加者への配布物（日本語・英語）の作成 

（１１）  被招へい者・被派遣者の旅行傷害保険加入の手配 

（１２）  司会・ファシリテーター・通訳・エスコート等の手配 

（１３）  日本についての情報等の発信 

 

  なお、プレ・プログラムの実施及び本事業をオンライン交流として実施する場合は、

上記のうち必要な手配及び以下についての手配を行うこと。 

 

 （１３） オンライン行事（訪問・視察等交流行事、報告会など）の準備・実施に必要

な通信機材・会議システム等の手配・構築 

 （１４） オンライン行事のための参加者及び関係者との参加とりまとめ・開催情報

や資料等の連絡・調整 

（１５） オンライン行事の司会進行、円滑な実施に必要な管理・運営業務 

 

4. 広報活動  

（１）  国内外のメディアによる対外発信強化のため、本プログラム実施前後に、大洋

州課、在外公館及び受入れ団体の意向を確認の上、訪問予定地において、母国

語又は公用語にて報道発表等の対外広報を行う（オンライン交流についても同

様。）。また、自治体等の報道機関との接点を有する受入れ団体に対しては、報

道発表への協力を要請する。 

（２）  広報活動を行う際、メディアに取り上げられるよう効果的な資料を作成し、効

率よく発出する。また、「ＪＥＮＥＳＹＳ」の事業名及び同事業のロゴを使用

する。周年行事については、周年行事の申請を行い、そのロゴも使用する。 

（３）  国内外への本事業の広報として、実施団体は独自で保有するホームページ等に

おいて、プログラム実績・成果等を掲載し、対外発信を強化する。 

 

5. フォローアップの実施  

（１）参加者の個人情報データベース作成・管理、情報収集・更新を行う。 

（対象：平成２７年度から令和８年度事業の参加者）  

全事業終了後、本事業の名簿データベースを、外務省、関係機関等へ引き継ぐ。 

（２）令和８年度事業の参加者に対しアンケート調査を、参加中及び終了後３か月以 

内に実施し、結果を集計する（アンケート調査内容は外務省から提供）。また、 

参加者の受入れ・交流先等の意見に関するアンケートについても実施し、取り 

まとめる。 

アンケート調査の実施が困難な場合には、インタビュー等の方法により、アン 

ケート調査に相当する内容を聴取する。アンケートの実施手法は、紙面・オン 

ラインいずれも可とする。 

（３）プレ・プログラムと本プログラム間のフォロー業務を実施する。 

（対象：令和８年度事業） 
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招へい：被招へい者の日本に対する関心を高め、日本との関係維持､及び参加 

    者による日本についての対外発信強化のため、参加者へ日本関連行 

事、日本の情報（講義・交流・オンデマンド視聴可）、プログラム 

題等について、適宜提供する（目安：１か月に１回程度。）。また、 

参加者にアクション・プラン（ＳＮＳ発信を含む。）の実施を促し、 

実施内容を収集する。 

派 遣：参加者が派遣地において効果的な対日理解の対外発信ができるよう、 

現地の受入れ状況等の説明や専門家によるテーマ別講義を実施し、 

正しい日本の姿の発信内容となっているか確認し、適切な指導を行 

う（目安：１か月に１回程度。）。 

（４）参加者による対外発信数と発信内容の調査・収集、概要一覧を作成する。 

（対象：令和７年度事業の参加者） 

（５）参加者が報告会で発信したアクション・プラン内容とその実施状況を調査する。 

（対象：令和２年度～令和８年度事業の参加者） 

（６）本事業に関する報道記事等の件数と内容を調査・収集し、概要一覧を作成する。 

（対象：令和８年度事業） 

（７）過去事業への参加者及び同窓組織（アラムナイ）による親日・知日層としての 

活動について件数と内容を調査・収集する。（同窓生の進路（日本への留学（国 

費）、ＪＥＴプログラムへの参加、日本での又は日系企業への就職）、各界での 

活躍状況（要職への着任）の調査を行う場合もあり得る。） 

 （８）過去の参加者（被招へい者）に対する日本関連行事などの案内を効果的な方法 

で実施する。 

（９）プログラム終了後、プログラム毎の事業評価を行う（事業評価の内容は外務省

から提供。）。 

（１０）全プログラム終了後、上記（２）～（９）を取りまとめた事業報告書（日本語 

・英語）を作成する。大洋州課から、各プログラムの成果・効果について報 

告依頼がある場合は、随時対応する。 

 

6. 事業報告及び会計報告  

（１）毎月１回指定日に、大洋州課へ進捗状況を報告する（報告の様式は外務省から

提供。）。 

（２）招へい、オンライン交流、フォローアップ事業の各プログラム終了後（２ヶ月

以内に）、個別報告書を作成し、大洋州課へ提出する。 

（３）拠出先に対し、事業の中間報告・会計報告を実施する（英語）。 

（４）全事業の実施終了後、会計監査を行い、６０日以内に事業の完了報告書（事業

成果、調査・収集資料、アンケート結果含む）及び会計報告書を作成（日本語

・英語）の上、拠出先機関及び大洋州課へ提出する。 

（５）会計報告後、余剰金が出た場合は、９０日以内に運営管理費を除く余剰金を拠

出先に返還し、精算する。 

 

7. 危機管理 

（１）事業実施に当たり、病気や事故の際の連絡・ケア体制やカウンセリング体制を

始め、自然災害や突発的な問題等不測の事態を含め、事前に対策を立て、万全
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の危機管理に努める。 

（２）防災についての取組、緊急連絡体制、安全管理の対応につき、事前に大洋州課

へ説明・内容の共有を行う。 

（３）参加者へ安全管理等についての説明を行うに当たり、文化・風習などにも配慮

し、参加者に誤解を招かないよう努める。 

 

8. 事業実施の中止又は延期 

やむを得ない理由により、事業の中止又は延期の状況が発生した場合は、事業中

止により発生するキャンセル料の額を最小限に抑えるよう努め、大洋州課及び拠出

先に状況を報告する。事業を中止又は延期による事業計画の変更をせざるを得ない

との判断がなされた場合は、事業を発注した者に対して以下の経費を支払うことを

認める。ただし、支払を認める場合においては、可能な限りの減額交渉を行い、最

終見積書及び取消料の内訳を明示することとする。 

・当該事業の中止又は延期の決定を行った日までに支払った実費 

・宿泊費、食費、交通費及び会場借料のキャンセル料 

・専属で当該事業に従事するために契約した人員に係る経費 

・上記３つの総額の７％（上限）の運営管理費（航空券手配に係る経費を除く。）  

Ⅳ．企画書に記載する内容及び留意事項  

1. 事業計画 

事業計画は、上記Ⅱ．事業概要、Ⅲ．業務内容に沿って、以下を含めて作成する。 

（１）  事業の実施に係る実施方針 

（２）  業務管理方法、人員配置計画、各人員の経験・能力・業務分担などを含む実施

体制 

（３）  招へい、派遣、オンライン交流の実施に係る企画・調整から実施・報告までの

計画、広報・フォロー業務を含む本事業の年間計画 

（４）  各プログラムの課題・企画・運営上の工夫・提案 

（５） 個人情報に関する取扱い 

（６） 危機管理体制・対策 

 

2. 日程案 

日程案は「Ⅱ．事業概要」を踏まえて、各プログラムの目的達成のために主要行

事（テーマ別の聴講、視察、意見交換、関係者等との交流行事、地方訪問、報告会

（アクション・プランの発表）等）を以下の件数分作成する。なお、各日程案には、

専門性/テーマ、対象者、規模、訪問先も記載する。 

①  招へい：混成国１件 

②  派遣：１件 

③  オンライン交流：１件 

※招へい、派遣はそれぞれプレ・プログラム及び訪日/派遣までのフォローを含む。 

※オンライン交流は、①の代替案として企画・経費を別途作成する。 
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Ⅴ．事業経費  

1. 予算額 

「ＪＥＮＥＳＹＳ２０２６ Ｐａｒｔ１」の事業費は、１９，４６１千円を上限

とする。（注：規模については変更の可能性もある。） 

  【内訳】 

  招へい・派遣（２５名程度）（監査費用含む）（上記全て税込み。本件業務に係る一

切の経費を含む。） 

  ※留意点：国際航空運賃、補助費については、運営管理費等の積算対象外とする。 

  また、日程確定後、原則として、最も安価な路線の航空券を手配することとし、精

算については企画書提出時の見積額の金額を上限として精算することとする。 

 

2. 本件に係る経費 

本事業実施に係る経費は、以下の項目につき適切な支出であると判断された部分

のみ、予算の範囲内で支出する。なお、別途必要とされる経費項目がある場合は検

討する。 

また、実施団体の選定手続終了後、以下の経費項目の調整はあり得る。 

（１）人件費：別添１の「対日理解促進交流プログラムにおける追加要員経費に関する

事務処理マニュアル」に沿った範囲内での人件費。 

（２）諸謝金：通訳・エスコート費用など、本件プログラムの実施に当たり必要な外部

委託者に対する謝礼金。 

（３）国際航空運賃：国際航空券は、運営管理費等の積算対象外。また、日程確定後、

原則として、最も安価な航空券を手配し、精算については企画書提出時の見積書

の金額を上限として精算。 

（４）交通費：本邦滞在中の移動に係る経費。公共交通機関又は借上げ車を利用。 

（５）滞在費：本邦滞在における宿泊費は、都内で１８，８００円程度、地方１５，１

００円を単価の目安とする。食事代は、朝食は宿泊費に含め、昼食は２，８００

円、夕食は４，４００円を単価の目安として計上（関係者との交流会又は終了報

告会開催時を除く）。 

なお、通訳・エスコートの食費・滞在費も同様の金額を上限とする。 

（試験的に、一部プログラムの渡航費又は食費を参加者の自己負担とすること

もあり得る。） 

（６）会議費：オリエンテーション、関係者との交流会（１回）、終了報告会、懇親会

の会場借料。 

（７）飲食代：関係者等との交流会又は終了報告会のうち１回は、飲食を伴うものとし

て開催可能。飲食代（税・サ込み）は一人当たり４，４００円を上限とし、人数

分（日本側参加者含む）を一律計上する。なお、請求については、当日の実数で

請求するとともに、食事のメニューについては、参加者の出身国の文化・宗教上

の慣習のほか、未成年者が含まれる場合もあることを配慮したものを用意。 

（８） 施設利用手数料：施設の拝観料、入場料等が生ずる場合、通訳・エスコート 

代の利用手数料を含めて計上。 

 （９）保険料：本件プログラム事業参加者（被招へい者のみ）に対する旅行傷害保険

料。以下の保険金額の海外旅行保険への加入手続を行うこと。その際、同保険
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に賠償責任保険（対物・対人、目安５，０００万円）を付帯する。なお、加入期

間は、出発の集合から解散までの期間とする。 

     傷害死亡  ２，５００万円 

     後遺障害  ２，５００万円 

     傷害治療  １，０００万円 

     疾病治療  １，０００万円 

     救援者費用   ３００万円 

保険業法第３００条第１項第５号に該当する場合には、旅行開始前に内容書を

添えて別途請求することができる。上記の期間及び付保内容に合致する保険の

取扱いがない場合は、上記の期間及び付保内容を全て満たしている保険のうち

で、最廉価な保険で見積もること。落札後に、合致する保険がないなどの理由

で、差額を請求することは認めない。 

（１０）資料作成費：報告書及び本件プログラム実施に必要な印刷物等制作費。 

（１１）通信・荷物輸送費：本件プログラム実施に必要な通信費、荷物の郵送費等。 

（１２）監査費：本事業経費についての外部機関による会計監査費用。 

（１３）手数料：対象経費の支出に係る銀行振込手数料等。 

（１４）雑費：その他雑費（事務消耗品等）。 

（１５）運営管理費：上記（３）の航空賃、以下（１６予備費）を除く他項目合計７％ 

を上限として計上。 

（１６）予備費：本事業予算の１０％を上限として計上可。（注） 

（１７）消費税：各項目の経費に含め独立して計上しない。 

（注）予備費（contingency fee）とは、不測の事態が起きた際に使用可能な費用の

ことをいう。 

 

Ⅵ．企画競争に準じた手続における留意事項  

1. 提出書類 

（１）  企画書７部（正本１部、写し６部。企画書の様式は、Ａ４縦長。なお、写しに

ついては業者名・団体名等が特定できる情報を削除。）企画書を作成するに当た

っては、次の事項を明記する。また、当該企画競争の過去の受注実績については

企画書に記載しないこと。 

 ア. 年間事業計画案（作業スケジュールを含む。） 

 イ. 各実施プログラムの雛形となるテーマを付した日程案（参照：Ⅳ．２．） 

（注）日程については、実施上の課題、独自の工夫・提案を含む。 

（２）  実施方針・実施体制 ７部（業務管理方法、人員配置、各人の業務分担、連絡

体制、危機管理体制・対策、個人情報の取扱い方針・体制を含む。）様式適宜。） 

（正本１部、写し６部。なお、写しについては業者名・団体名等が特定できる情

報を削除。） 

（３）  経費概算見積書   １部（別添２の一例を参照）（注）別封等に厳封する。 

（４）  会社概要      １部（既存のもので可） 

（５）  業務履行保証書   １部（参照：別添３） 

（６）  資格審査結果通知書 １部（写し） 

（７）  誓約書       １部（参照：別添４） 

（８）  ワーク・ライフ・バランスの推進に関する証明資料１部  
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（女性活躍推進法、次世代育成支援対策推進法及び若者雇用促進法に基づく認

定等を取得している場合）  

 

2. 留意点 

（１）  上記１提出書類のうち、（１）企画書、（２）実施体制及び（３）経費概算見積

書については、和文・英文にて、（４）～（９）については、和文にて作成の

上、提出する。 

（２）  公平な審査のため、提出書類の写しについては、参加者（会社・団体）名のほ

か、参加者が特定できる情報は削除（該当部分を黒塗り等）する。具体的に削

除する情報の一例は以下のとおり。 

 

ア．参加者名 

イ．会社（団体）代表者名 

ウ．参加者が特定される関連団体・付属組織等の名称 

エ．参加者（会社・団体）の役員若しくは業務従事者等の中で、事業の関連業界等に

おいて著名な者であって、容易に応募者が特定される者の氏名及び写真 

オ．参加者（会社・団体）の著作物（ロゴマーク、商品ブランド、刊行物等）の中で、

事業の関連業界等において広く知られている者であって、容易に応募者が特定

される者の名称及び写真 

 

（注）複数の者がジョイント・ベンチャーを組むなどし、共同事業体として拠出先と

の間での被契約者となり、本件事業に参加する場合も複数の者の扱いは、上記同

様。 

 

3. 説明会 

日時：令和８年６月２２日（月曜日）午前１０時３０分～（１時間程度） 

  実施方法：オンラインにより実施（teams を予定。参加登録後、会議情報を案内予

定） 

なお、本説明会に参加を希望する場合は、令和８年６月１７日（水曜日）午後

３時までに件名を「【申込】ＪＥＮＥＳＹＳ（大洋州）企画競争説明会」とし、

参加者（会社・団体）の名称・所属部署名・電話番号・住所、参加人数、参加者

名（事前に接続テストを行える担当者名も記載すること）、メールアドレスを

明記し、以下の連絡先まで電話又は電子メールにて申し込む。 

 

4. 企画書等の提出先及び提出期限等 

（１） 提出先：外務省アジア大洋州局大洋州課 担当：川﨑 

       電 話 ：０３－５５０１－８０００（内線：２６３５） 

             メール ：yuta.kawasaki-2@mofa.go.jp 

（２） 提出期限：令和８年７月１３日（月曜日）正午必着 

（３） 提出方法：持参又は郵送による。 

(郵送の場合は書留等により期限内に到着するよう送付し、到着を電話で確認
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する。) 

 

5. 選考方法 

提出された企画書等をあらかじめ定めた審査基準（別添５採点表参照）により

審査し、審査項目ごとに最高点及び最低点を除いた上で合計点を算出し、最高得

点を得た者を選定する（合計基準６０％）。なお、第１位の得点を得た企画と僅差

（第１位の得点の５％以内）の企画がある場合は、同等の評価を得たものとみな

し、見積価格の最も低い企画を選定する。ただし、得点が僅差の者の中で最低価格

を提示した者が複数ある場合は、（１）最高得点を得た者を選定することとし、

（２）最高得点の者が複数ある場合は、くじ引きで参加者を選定する。 

 

6. 審査結果通知 

審査結果については、令和８年７月中下旬までに本件企画競争に準じた手続に

参加した全ての者に対して書面（電子メール又はＦＡＸ）にて通知する。なお、参

加者は、選定の理由については不問とし、審査結果については異議を申し立てる

ことができない。 

 

7. その他  

（１）  本件企画競争に準じた手続の実施等に起因するいかなる費用についても外 

務省は責任を負わない。 

（２）  この企画競争に準じた手続の実施に参加を希望する者は、企画書の提出時 

に、支出負担行為担当官が別に指定する指名停止措置を受けていない及び暴  

力団等に該当しない旨の誓約書を提出する。なお、右誓約書を提出せず、又

は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の

参加を無効とする。 

以 上 


